
賃金台帳の注意事項

 賃金台帳に必要な記載事項が不足しているケースが多く発生しています。

 「賃金台帳」をご提出ください。「給与明細」「出勤簿」「源泉徴収簿」等は受付できません。

 下表をご確認の上、お間違いの無いようご申請ください。

作成のポイント

 全従業員の賃金台帳をご提出ください。社員だけでなく、パートやアルバイト等も含みます。

 申請時点における直近１か月分の賃金台帳の写しをご提出ください。

 労働基準法に定められている下記10項目すべての記載が必要です。

作成のポイント

①氏名 ②性別 ③賃金計算期間

④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外労働の労働時間数※

⑦休日労働の労働時間数※ ⑧深夜労働の労働時間数※ ⑨基本給や手当等の種類とその金額

⑩控除項目とその金額 ※該当する時間数が無い場合は、０と記載してください。

書類名に注意！

記載忘れが多いので注意！

記載忘れが多いので注意！


